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平成23年２月10日に提出いたしました第76期第３四半期(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31

日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告

書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

  (重要な後発事象) 

  

訂正箇所は を付して表示しております。 

  

 (重要な後発事象) 

  (訂正前) 

該当事項はありません。 

  

  (訂正後) 

当社は、平成23年２月９日開催の取締役会において、下記のとおり子会社を設立することを決議しまし

た。 

  

 
  

１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】

 第一部【企業情報】

 第５【経理の状況】

(子会社設立の理由) 日系自動車メーカーの海外進出と部品の現地調達化の進展に伴い、アジア地域

を中心とした市場の開拓とコスト競争力の更なる強化が必要であると判断し、

タイに製造販売子会社を設立することといたしました。 

(名称) 未定 

(主要な事業内容) 自動車用締結部品及び、金属部品等の製造販売 

(設立年月日) 2011年７月(予定) 

(資本金) 約800百万円 

(議決権に対する提出会社の所有割合(間接所有割合)) 100％(100％) 

(稼動開始時期) 2012年12月(予定) 
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【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

  

  



当社代表取締役社長長瀬悠一は、当社の第76期第３四半期(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月

31日)の四半期報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを

確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】




